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十
三

預
金
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
資
本
金
の
額
の
減
少
の
場
合
に
各
別
に
異
議
の
催
告
を
す
る
こ
と
を
要
し
な

（
資
本
金
の
額
の
減
少
の
場
合
に
各
別
に
異
議
の
催
告
を
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
債
権
者
）

い
債
権
者
）

第
二
十
三
条

法
第
八
十
九
条
（
法
第
百
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る

第
二
十
三
条

法
第
八
十
九
条
（
法
第
百
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
債
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
債
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
八
条
の
規

四

長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
八
条
の
規

定
に
よ
る
長
期
信
用
銀
行
債
、
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す
る
法
律

定
に
よ
る
長
期
信
用
銀
行
債
、
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
（
同
法
第
五
十
五
条

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
（
同
法
第
五
十
五
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
特
定
社
債
、

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
特
定
社
債
、

金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
年
法
律
第
百
七
号
）
附
則
第
百
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

十
年
法
律
第
百
七
号
）
附
則
第
百
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
附
則
第
百
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
附
則
第
百
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規

の
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
債
券
、
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）

定
に
よ
る
債
券
、
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）

第
五
十
四
条
の
二
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
全
国
連
合
会
債
及
び
株
式
会

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
全
国
連
合
会
債
及
び
株
式
会
社
商

社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
三
十
三
条

工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
三
十
三
条
の
規

の
規
定
に
よ
る
商
工
債
（
同
法
附
則
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三

定
に
よ
る
商
工
債
（
同
法
附
則
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
三

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
商
工
債
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。

条
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
商
工
債
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
（
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）
（
第
三
十
条
に
お
い
て
「
金
融
債
」
と
い
う
。
）
の
権
利
者

第
三
十
条
に
お
い
て
「
金
融
債
」
と
い
う
。
）
の
権
利
者

五

（
略
）

五

（
略
）


